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（１） 広報活動 （街頭ＰＲ等）

月 行 事

４ ・ 大型車通行適正化に向けた取締り（通年）【各県警察・NEXCO中日本・運輸局・中部地方整備局】
・ 春の全国交通安全運動（関係機関全般）

５ ・ 海コン街頭取締り（愛知県トラック協会）

６

７ ・ 夏の交通安全運動（関係機関全般）

８

９ ・ 秋の全国交通安全運動（関係機関全般）

１０ ・ 中部地区特車一斉取締り（各県警察・NEXCO中日本・名高速・運輸局・中部地方整備局）
・ 建設技術フェアでの啓発チラシ配布（中部地方整備局）

１１ ・ 海コン街頭取締り（愛知県トラック協会）
・ トラックフェスタでの啓発チラシ配布（三重県トラック協会）

１２ ・ 年末の交通安全運動（関係機関全般）

１ ・ 公共事業者に対する荷主向け啓発チラシ及びハンドブックの配布（静岡県）

２ ・ 過積載防止啓発チラシ配布（運送／荷主対象）（三重県トラック協会）
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1※ネクスコ名古屋：中日本高速道路（株）名古屋支社 ネクスコ東京：同東京支社 NEXCO中日本：同両支社



（１） 広報活動 （講習会等）

月 行 事

４ ・ 初任者向け研修会（三重県）

５ ・ 車限令違反者講習会（NEXCO中日本） ※毎月実施

６ ・ 情報便覧収録作業研修会（静岡県）
・ 特殊車両通行許可事務の担当者研修会（静岡県）
・ 特車新制度説明会

愛知県トラック協会海上コンテナ部会（愛知県トラック協会、中部地整）
静岡県特車事業者（静岡県トラック協会、中部地整）

・ 初任運転者向け研修会（三重県）

７ ・ 特殊車両通行許可申請業務研修会＜県及び市町村職員初任者向け＞（愛知県）

８ ・ 特車新制度説明会
中部タンクトラック部会（愛知県トラック協会、中部地整）

９ ・ 初任運転者向け研修会（三重県）
・ トラック事業協同組合講習会（ネクスコ東京）

１０

１１ ・ 道路工事の適正な実施講習会（中部地整）

１２ ・ 特殊車両通行制度講習会（愛知・三重両県トラック協会）
・ 特殊車両通行確認制度説明会（三重県トラック協会、中部地整）

１

２ ・ 特車申請要領講習会（三重県トラック協会、中部地整）

３
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（１） 広報活動 （広報媒体活用）

月 行 事

４
・ 取締り実施結果ツイッター（通年）（中部地方整備局 各国道事務所）
・ 重量部会への特車通行制度の周知（岐阜県トラック協会）
・ 特殊車両通行確認制度の周知（HP、広報誌）（愛知県トラック協会）

５ ・ 過積載防止啓発のＨＰ掲載、情報板の掲出（通年）（名高速）

６
・ 車両制限令遵守啓発のＨＰ掲載、ＳＡＰＡの情報板にて違反防止の提示（通年）（ネクスコ名古屋）
・ フェイスブック及びツイッターによる啓発活動（随時：取締り状況、落下物防止活動等、通年）（名高速）

７ ・ 大口利用者に対する車両制限令遵守啓発チラシの送付（ネクスコ名古屋）

８
・ 特車申請窓口で大型車適正通行の啓発チラシ配布（名古屋市）

９ ・ 特殊車両通行確認制度講習会の案内（HP、広報誌）（愛知県トラック協会）

１０
・ 特車適正通行啓発動画の発信（ＳＮＳ，ＨＰ）（中部地方整備局 国道事務所）
・ 新聞（一般紙）への啓発広告掲載（中部地方整備局）

11 ・ SNS（Instagram）に特殊車両の安全通行の啓発案内を投稿（静岡県）

１２
・ 過積載防止啓発のＨＰ掲載、情報板の掲出（通年）（名高速）
・ 大口利用者に対する車両制限令遵守啓発チラシの送付（ネクスコ名古屋）

１

２ ・ 過積載防止啓発チラシ配布（運送／荷主対象）（三重県トラック協会）

３
・ 電光掲示板「過積載防止」啓発（浜松市）
・ 業界紙への啓発広告掲載（中部地方整備局）
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（１） 広報活動 （中部地方整備局の活動）

～

○ 講習会等の実施

2022.11.17 名古屋市工業研究所

○ 広報媒体活動（チラシ新調）

2022.10.３～５日 建設技術フェア専用ブース
でのPR活動

○ 広報活動の実施

① 名古屋市の講習会
において建設関係者
に対し、特殊車両通
行制度について講義
を行い、大型車両の
適正通行に関する理
解を深めた。

中部地方整備局専用
ブースにおいてETC2.0の
運用例（特車新制度・特
車ゴールド制度）の広報
及び協議会チラシを配付。

② 建設事業者を主対
象とした特殊車両通
行制度の勉強会を実
施
・特殊車両通行制度
の基本

・特殊車両通行確認
制度

を説明し、適正通行へ
の理解を深めた。

2022.11.26 春日井市内



■ ツイッター広報動画掲載 ■ 新聞各紙へ掲載し、特車制度の情報 ・ 制度の周知

■ 特車取締結果の情報

SNS、ツイッター、WEBなどでの広報各種活動を情報発信

（１） 広報活動 （中部地方整備局の活動）
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（11月一般紙、3月業界紙に掲載）



6

（１） 広報活動 （中部地方整備局の活動）

～大型車通行適正化HPをリニューアル～

＜トップページ＞

※動画再生

【https://www.cbr.mlit.go.jp/road/oogatasha_tekisei/index.html】
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名古屋高速道路公社

（１） 広報活動（各委員の活動）

中部地方整備局

中日本高速道路（株）（名古屋支社）
○ フェイスブック、ツイッターによる啓発活動

取締り状況、積載物に対する注意喚起を掲載し、運送
関係者に幅広く広報を実施

○ 啓発チラシの配布

交通安全運動や車限令違反者講習会などの機会に、特に
軸重超過に関するチラシを配布し、啓発を行った。

静岡県（交通基盤部道路局）
○ SNSによる啓発活動

「土木の日」に合わせ、道路に関する情報を連続掲載す
る中で、特殊車両に係るチラシも掲載し、広く周知した。

○ 業界新聞への掲載（R5.３下旬）
物流ニッポン、輸送経済、中部経済新聞の3紙に掲載

（全5段サイズ）
※ デザイン変更 （案）
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無許可や条件違反、積載超過車両を一掃
中部地域１３カ所で一斉取締りを実施

計測台数２７台 違反検挙台数８台
（措置命令３台、警告５台）

中部地域一斉取締り
【中部地方整備局、中部運輸局、高速道路各社、警察で連携して同時実施】

・ 令和４年10月27日 （木） 14：00  ～ 16:00

・ ６県、１３箇所の国道及び高速道路等

（２） 特殊車両の現地取締り
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（２） 特殊車両の現地取締り（街頭指導含む）

現地取締りの様子

＜中日本高速道路（株）名古屋支社＞ ＜名古屋高速道路公社＞ ＜中部地方整備局＞

■ 中部地整取締り結果（令和5年1月末）



公共工事における特殊車両通行許可の確認等一斉点検の実施

工事計画の打ち合わせ段階から
＜ チェックと指導を ＞

（３） 公共事業違反ゼロPTにおける取組み
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（国道事務所用）



（３） 公共事業違反ゼロPTにおける取組み
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■ 対象工事
令和４年９月１日から同年１２月３１日（原則）の期間

において特殊車両の通行が関わる工事
■ 点検件数

・ 中部地方整備局：主任監督員毎に１工事
・ 自 治 体 等：自治体又は高速道路会社毎に

１工事
■ 点検内容

・ 施工計画書への記述状況
・ 運行記録、確認状況の記録等

■ 点検結果

一層強化して継続実施
※ 発注者による管理監督の徹底



三重県トラック協会での申請要領勉強会

（３） 審査の迅速化PTにおける取組み
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特殊車両通行許可申請業務研修会【愛知県】

令和４年７月26日、特車業務３年未満の県、市町村及び愛知

県道路公社職員を対象に特殊車両通行許可制度及び審査業
務について研修会を実施し、審査業務のスキルアップを図った。

■ 新制度の普及に向けた説明会

○ 愛知県トラック協会
・ ６／１５ 愛知コンテナ部会
・ ７／７，８／１９ 中部タンクトラック部会

○ 静岡県トラック協会
・ ６／２８

○ 三重県トラック協会
・ １２／９ デモンストレーション実施

令和５年２月17日、適正な許可申請及び審査の円滑化に資す

るため、特殊車両を運行する事業者を対象に許可制度に係るオ
ンライン申請要領の勉強会を実施した。
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発足後

• 大型車両通行適正化協議会発足後、取締強化の法整備と関係機関の取組みを行い
違反率は毎年減少し、昨年度は増加に転じたが、今年度は再び減少した。

• 違反の態様（車両、内容等）を精査し、焦点を絞った広報啓発活動が必要

大
型
車
両
適
正
化
協
議
会
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（違反率68％）

（４） 活動の効果検証 （現地取締りの分析・違反構成）

現地取締りにおける違反率の推移



無許可
54%

連結違反
4%

経路違反
13%

車両諸元違反
19%

通行条件違反
0%

許可証不携帯
10%
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中部地整における現地取締りの違反内容

• 今年度（R5.1末）は現地取締りで140台測定し、52台の車両に対して警告・措置命令を行った。
• 違反の内容として無許可違反の割合が半数以上を占め、次いで車両諸元違反が約2割。
• 昨年と比較して違反台数、違反率は減少傾向にあるものの、測定した車両のうち4割近くの車両

に違反が認められたことから、大型車の通行制度についての周知広報、遵法意識の醸成に資す
る活動が必要。

（４） 活動の効果検証 （現地取締りの分析・違反構成）

実施回数： 68回
測定台数：140台
違反台数： 52台

29 33 28

3 1
2

11 7 7

18 14
10

3
10

6
5

38%
42%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

20

40

60

80

100

令和2年度 令和3年度 令和4年度

無許可 連結違反 経路違反
車両諸元違反 通行条件違反 許可証不携帯
違反率

74
62

52

違
反
台
数(
台)

違
反
率

◆違反台数の推移◆違反の割合（令和4年度）

※違反率：違反台数/測定台数

※令和５年１月末現在

無許可 ：許可申請手続きを一切していない。

連結・経路・車両諸
元・通行条件違反

：許可を取得しているものの、許可内容に違反している。

許可証不携帯 ：許可を取得しているものの、許可証を携帯していない。

注）
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中部地整における現地取締り違反内容

• 無許可車両のうち、9割近くが”寸法超過”が関わる違反となっている。
• 寸法超過の無許可車両のうち3割以上が空荷であり、寸法超過における制度の周知、遵法意識

の醸成が必要。

（４） 活動の効果検証 （現地取締りの分析・違反構成）

トレーラ 寸法 重量かつ寸法 総計
海コン 14 1 15
一般セミ
(あおり型) 3 9 12

一般セミ
(バン型) 7 5 12

一般セミ 2 6 8
一般セミ
(コンテナ用) 5 2 7

一般セミ
(スタンション型) 1 5 6

一般セミ
(タンク型) 2 3 5

違反の諸元 R2 R3 R4 総計
寸法 13 17 10 40
寸法かつ重量 11 14 11 36
重量 2 2 1 5
不明 3 0 6 9
総計 29 33 28 90

44%

40%

6%
10%

寸法 寸法かつ重量 重量 不明

◆無許可車両の違反諸元の内訳 ◆無許可（寸法）の主な車両

注） 無許可：許可申請手続きを一切していない限度超過車両。

◆無許可（寸法）の積荷の内訳

積荷あり
66%

積荷なし
34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※令和2年～4年度（令和５年１月末現在）



• ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、特車通行許可件数はH27から約２倍に増加
• 許可件数の増加に伴い審査日数は長期化傾向で推移していたが、H30年に「審査の迅速化ＰＴ」を発

足し、事務処理の改善、道路情報便覧の電子化等に取り組んだ結果、令和2年4月にはH29当時の半
分以下を実現した。

• しかし、審査日数は令和2年度以降横ばい傾向であり、更なる短縮を実現するには道路情報便覧の収
録の強化による新制度への移行促進及び審査システム等電子化の推進が必要。

特殊車両通行許可申請に対する「審査の迅速化PT」の取組み
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※R4年度はR4.4～R4.12までの9か月

（４） 活動の効果検証 （審査の迅速化）

横ばい



 大型車通行適正化に関する道路の老朽化に対する認知度や特車通行許可
制度に関する認知度は約７～8割。昨年度よりも若干向上している。

 一方、オンライン申請や特殊車両通行確認制度の認知度は低い。

 違法な重量超過車両への効果的な対策として、「SNSによる情報提供」
や「ラジオCM」、「新聞広告」といった意見が多い。

 情報提供媒体としては、テレビの他に、LINEやYouTube等を利用する
ユーザーが多く、これらの広告の利用や動画コンテンツを作成すること
も有効と考えられる。

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート）

【アンケート結果】
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 新聞広告やSNSなどの広報活動を強化し、荷主や運送事業者への遵
法意識の醸成を図る。

 通行確認制度（新制度）の広報活動や道路情報便覧の収録など電子
化作業を強化し、新制度への移行、特車審査の迅速化を促し、申請
負担の軽減を図る。



（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考１】

大型車の通行適正化に係る法令の知識や特車申請、特車違反の取締に係る知識を問うアンケートを実施（R5.１月実施）
サンプル数：1,000人
設 問 内 容：大型車両通行適正化と特車申請、道路構造の保全に関する事項等
回答者の属性：（岐阜、静岡、愛知、三重県在住者で、物流関係の仕事に従事されている方）

◆物流関係者の内訳
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◆昨年度との比較
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• 道路等が老朽化している問題について“全く知らない”は全体で22％、「超重量車両の影響」が老朽化の原因の一つであるこ
とについては、“全く知らない”が33％であり、昨年度の同様のアンケートと比較すると認知度は若干向上。

• 職種別では、特に超重量車両の影響に関して、荷主の認知、関心が少ない傾向。
⇒ 老朽化に対する広報は、荷主も含めた物流業界全体への広報も強化する必要がある。

Q2.道路（橋梁含む）の老朽化の原因の一つに、超重量車両の影響があることをご存じですか。

【道路の老朽化に係る知識】
Q1.全国的に道路（橋梁含む）等が老朽化している問題をご存じですか。

26%

30%

29%

29%

48%

45%

44%

45%

21%

21%

24%

22%

6%

5%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 聞いたことがあるが内容は知らない 全く知らない 関心が無い

トラック

物流会社

荷主

454

361

185

全体
1,000

ドライバー

29%

28%

45%

39%

22%

24%

4%

8%965

1,000

昨年度（R3）

今年度（R4）

◆昨年度との比較

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考２】



【大型車の通行適正化に係る法令に関する知識】
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• 公道を通行する車両や車両に積むことのできる荷物の上限が法令で決められていることについて、ともに2割近くが“聞いた
がことがない”と回答。その中でもトラックドライバーの認知度は比較的高い状況。

• 昨年度と比較して車両の上限の認知度は若干向上したものの、道交法改正のあった荷物の上限の認知度は若干低下。
⇒ 物流会社や荷主にも継続的な広報活動が必要である。

Q3.前項のため、公道を通行する車両の重量・長さの上限は法令で決まっています。このことを知っていますか。

◆昨年度との比較

Q4.同様に、車両に積むことができる荷物の大きさの上限も法令で決められています。このことを知っていますか。

◆昨年度との比較

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考３】
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◆昨年度との比較

◆昨年度との比較

Q6.通行許可申請時の作業効率化のため、現在特車申請はオンラインで行うことが可能となっています。このことを知っていますか。

Q5.前述の規定以上の車両・積荷での走行には、特殊車両通行許可申請(以降、特車申請という)による通行許可が必要であること
を知っていますか。

【特殊車両通行許可申請に係る知識】

• 特殊車両通行許可申請に係る知識について、特殊車両通行許可申請による通行許可が必要であることを“聞いたことがあ
る”は全体で8割以上を占めており、特にトラックドライバーの認知度は9割近くと高い。

• 一方、通行許可申請がオンラインで可能であることについて5割以上が“聞いたことはない”と回答。
• 両設問とも昨年に比べると若干向上。

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考４】
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◆昨年度との比較

Q7.あらかじめ登録した車両について、オンラインシステムで自動的に通行可能経路を確認し、即時に複数経路の回答を受
け通行することができる「特殊車両通行確認制度」（令和4年4月1日施行）を知っていますか。

【特殊車両通行許可申請に係る知識】

• 令和４年度より開始された通行確認制度（新制度）の認知度については、６割近くが“聞いたことがない”と回答。
• 昨年度と比較して認知度は若干向上しているが、許可制度の認知率が８割以上であるところ、特殊車両の通行制度として許

可制度と新制度の２本柱であることを強く広報する必要がある。
⇒ 特車申請の迅速化に寄与する新制度に対して幅広く広報活動を展開し利用促進を図ることが重要。

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考５】
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◆昨年度との比較

◆昨年度との比較

Q8.路の構造を守り交通の危険を防ぐため、特殊車両を通行する際の手続きが適正に履行されているかを確認し、違反車両に対して
必要な措置を命じることを目的に、全国で特車違反の取締が行われていることをご存じですか。

Q9.違反確認時には、運転者だけで無く荷主の情報も聴取していることをご存じですか。

• 特殊違反取締りに関して、7割近くが “聞いたことがある”と回答。
• 違反確認時に荷主の情報も聴取していることについて、 7割以上が “聞いたことがある”と回答。
• だたし、どちらも荷主の認知度が比較的低い状況。
⇒ 荷主も含めた物流業界全体への広報も強化する必要がある。

【特車違反の取締に係る法令に関する知識】

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考６】



【違法な重量超過車両を減らすための対策に係る意見】

24

Q12.道路の老朽化問題や重量オーバーの違法な走行実態について広く国民の皆様にしって
いただくには、どのような取組を実施すると効果があると思われますか。（いくつでも）

Q13.日頃、最もよく利用（閲覧）している
SNSは次のうちどちらですか。

• 違法な重量超過車両を減らすための対策に係る意見については、 “SNSによる情報提供”が多く、次いで“ラジオCM”、“新
聞広告”となっている。トラックドライバーに対しては“ラジオCM”の回答が最も多い。

• SNSの利用状況について、“LINE”の利用率が約4割と最も高く、次いでYouTubeとなっている。

【SNSの利用状況】
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その他

物流会社 トラックドライバー 荷主

455

回答者数

397

459 475

327

61

次頁参照

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考７】



テレビ関連
（約58%）

荷主、運送事業者の元請け等の
徹底周知、罰則強化。

25

▼ 主な意見

• 主な意見としては、テレビ関連が58％を占めており、中でもテレビCMが最も多くなっている。次いで荷主・運送業者への啓発
（9%）や取り締まりの強化（8%）、講習会・社内教育（6%）、罰則の強化（5%）が効果的であるという意見が多い。

• その他の意見では、広告ポスターや横断幕、免許更新時（に実施）というものがあった。

Q11.道路の老朽化問題や重量オーバーの違法な走行実態について広く国民の皆様にしっていただくには、どのような取組を実施す
ると効果があると思われますか。（いくつでも）

【違法な重量超過車両を減らすための対策に係る意見】

【その他】（2票以下）
• ネット
• 広告ポスター
• 道路上の陸橋などで

の横断幕
• 免許の更新時など
• 免許更新

• トラック協会から運送
会社へ情報提供

• 一般車両にも適用し
てほしい

• DM
• 必要性を感じない

（５） 活動に関する調査（物流関係者向けWebアンケート） 【参考８】



３ 令和５年度活動方針（案）

（１） 基本方針

（２） 主な活動内容

（３） 効果的な広報活動の推進

（４） 効果的な指導取締りの推進

（５） 審査システム等の電子化の推進

資料２



1

審査システム等の
電子化の推進

○ 道路管理者
・ 中部地方整備局
・ 県、政令市

（その他自治体）
・ NEXCO中日本
・ 名古屋高速

特車通行許可手続き等
の負担軽減・効率化

大型車の適正通行の促進・充実

効果的な指導取締り

○ 道路管理者
・ 中部地方整備局
・ 県、政令市

（その他自治体）
・ NEXCO中日本
・ 名古屋高速

○ 各県警察

効果的な広報活動
（制度の広報・周知）

○ 民間企業団体
・ 各県トラック協会
・ 東海商工会議所連合会

・ 中部経済連合会

○ 道路管理者
○ 各県警察

・ 特車通行制度不知の解消
・ 遵法意識の醸成

（１） 基本方針（案）



（２） 主な活動内容

街頭ＰＲ 講習会等 広報媒体活動

４月 ・大型車通行適正化に向けた取締り（通年）
【道路管理者・各県警察・運輸局】

・新制度に関する説明会等（随時）
【中部地方整備局・関係機関】

・車限令違反者講習会（毎月）
【NEXCO中日本】

・メルマガ・会報誌への掲載
【名古屋商工会議所】

・過積載防止等大型車通行適正化の啓発に係る会
報誌・HPへの掲載（随時）
【静岡県トラック協会】

５月 ・海コン街頭取締り
【愛知県トラック協会】

・春の全国交通安全運動

・初任者向け研修会（約３ヶ月毎）
【三重県】

・特殊車両通行許可手続き説明会
【三重県トラック協会】

・特殊車両通行許可申請業務研修会
＜県職員及び市町村職員初任者向け＞
【愛知県】

・過積載防止啓発のHP掲載、情報板の掲出
（通年） 【名古屋高速道路公社】

・取締り実施結果ツイッター（通年）
【中部地方整備局 ・ 国道事務所】

６月 ・情報便覧収録作業研修会【静岡県】
・特殊車両通行許可事務の担当者研修会
【静岡県】

・車両制限令順守啓発のHP掲載、SA,PA,の情報
板にて違反防止の提示（通年）
【NEXCO中日本】
・情報板にて車両制限令順守啓発の掲示（適宜）
【NEXCO中日本】

７月 ・夏の交通安全運動 ・特車申請担当者勉強会【岐阜県】
・特車申請要領講習会【三重県トラック協会】
・新制度に関する説明会等（随時）
【中部地方整備局・関係機関】

８月 ・道路ふれあい月間「道の日」イベントでの啓
発チラシ配布 【静岡県】
・いが道の駅キャンペーン
【三重県トラック協会】

・特殊車両通行許可事務の担当者研修会
【静岡県】
・特殊車両通行許可制度等講習会
【静岡県トラック協会】

・特車申請窓口で大型車適正通行の啓発チラシ配
布【名古屋市】
・岐阜県過積載防止連絡協議会でのチラシ配布
【岐阜県トラック協会】

９月 ・秋の全国交通安全運動 ・トラック事業協同組合講習会（適宜）
【ネクスコ東京】

・違反内容に着目した啓発動画配信
【中部地方整備局】

2

各取り組み時期は暫定



（２） 主な活動内容

街頭ＰＲ 講習会等 広報媒体活動

10月 ・トラックの日啓発チラシ配布
【三重県トラック協会】

・公共工事に係る特車現場点検（～11月）
【浜松市】
・中部地域一斉取締り

・特車講習会
【愛知県トラック協会】

・新制度に関する説明会等（随時）
【中部地方整備局・関係機関】

・SNS、HPへの掲載
【岐阜・三重県トラック協会】

・メルマガ・会報誌への掲載
【名古屋商工会議所】

・ 中部一斉取締り結果HP等掲載
【中部地方整備局・国道事務所】

11月 ・海コン街頭取締り
【愛知県トラック協会】

・トラックフェスタで啓発チラシ配布
【三重県トラック協会】

・トラック事業共同組合講習会（適宜）
【ネクスコ名古屋】

・メルマガ・会報誌への掲載
【中部経済連合会】

・土木の日（11／18）に合わせ、ＳＮＳにより特車
通行制度や特車の安全通行を啓発する内容を
投稿 【静岡県】

12月 ・年末の交通安全運動 ・特車制度講習会
【愛知県トラック協会】

・啓発チラシを会員宛配布
【愛知県トラック協会】

・車両制限令違反車両の取締活動状況のＳＮＳ
投稿（随時）【名古屋高速道路公社】

1月 ・公共事業者に対する荷主向け啓発チラシ及
びハンドブック配布【静岡県】

・特車申請要領講習会
【三重県トラック協会】

・新制度に関する説明会等（随時）
【中部地方整備局・関係機関】

２月 ・過積載防止啓発チラシ配布（運送/荷主対
象） 【三重県トラック協会】

・ＨＰ，ＳＮＳ、twitterに啓発配信
【愛知県トラック協会】

３月 ・電光掲示板「過積載防止」啓発 【浜松市】
・愛知県過積載防止連絡会議より要請文発信
【運輸局】

各取り組み時期は暫定
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（２） 主な活動内容（委員の活動内容）

中部地方整備局

○ 特車取締りの実施
・現地取締り強化
・WIM取締り強化

○ 特車制度の周知徹底
・街頭活動
・広報活動

○ 公共工事の現場点検
○ 各種情報提供
○ 他機関支援

・他機関との連携
○ 特車新制度の普及促進
○ 審査システム等電子化

の推進

県・政令市

○ 公共工事の現場点検
○ 特車取締りの実施
○ 特車制度の周知徹底

・各種講習会
○ 広報活動の強化

・ツイッター等SNS
・チラシ等の作成
・テレビ、ラジオ

○ 特車新制度の普及促進
○ 審査システム等電子化

の推進

高速道路会社・公社

○ 特車取締りの強化
○ 大型車両に配慮した

SA・PA等の整備
○ 広報活動の強化

・ツイッター等SNS
・電光掲示板
・横断幕、懸垂幕
・テレビ、ラジオ

○ 工事現場等の点検
○ 特車新制度の普及促進
○ 審査システム等電子化

の推進

中部地方整備局管内の特殊車両業務取り扱い事務所
経済団体

○ HP等による制度の周知
○ 各種講習会の実施
○ 法令順守街頭指導
○ 事業者の取組紹介

○ 荷主企業・団体に対する啓発活動
○ 会報誌による制度の広報周知
○ 特車新制度の普及促進

4



（３） 効果的な広報活動 （一般周知（SNS、会報誌・広報誌等））

■ 協議会参加の自治体の他、市町にも働きかけ、広報誌への啓発記事の掲載を依頼
 SNS・WEB・会報誌ページ ～ チラシサイズ等、スペースに合わせて事務局から素材を提供可能

5
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（３） 効果的な広報活動 （特殊車両通行確認制度の普及促進）

■ 制度の周知
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■ システムの改善等の周知
○特殊車両オンラインシステム「重要なお知らせ」

○特車登録センターサイト内

制度利用、システム操作に
関する説明が充実

（３） 効果的な広報活動 （特殊車両通行確認制度の普及促進）



■ 操作マニュアル（動画）の周知

（３） 効果的な広報活動 （特殊車両通行確認制度の普及促進）

○特車登録センターサイト内

8



■ 違反内容に着目した啓発動画 ※ 中部地方整備局

（３） 効果的な広報活動 （事業者向け啓発動画）

9

違反の大半（９割以上）を占める
・ 無許可
・ 許可経路違反
・ 車両諸元違反

に特化した啓発動画を作成し、特殊車両通行制度の周知、違反内容の認識向上及び遵
法意識の醸成を図る。

＜構 想＞ ※セミトレーラを想定
ケース１：無許可

ケース２：許可経路違反

ケース３：車両諸元違反

荷積み完了
重量測定
（２０ｔ超）

車検証確認
（制限内で安堵）

無許可運行

走行中渋滞
へ遭遇

焦り・苛立ち
許可経路認識
（迂回模索）

許可経路
逸脱

荷積み完了
重量測定
（２０ｔ超）

許可値超過を
認識（軽視）

車両諸元
違反運行

各
ケ
ー
ス
終
了
後

解
説



「関連箇所取締り」の継続推進

◇ 大型車両の通行適正化の促進においては、現適正通行車両の士気の維持も重要な要素であ
ることから、「逃げ得は許さない。」の精神のもと、違反車両の発見・指導等を強力に進める必要
がある。

◇ 高速道路各社と国道事務所で連携し「関連箇所取締り」を実践し、逃げ得を一網打尽

各道路管理者が関係機関と連携・調整を図りながら、「関連箇所取締り」を実施
し、より効果の高い取締りを推進する。
【案】中部地域一斉取締り：１０月予定

10

関連箇所取締りの推進

種別 長所 短所

一斉・合同

取締り

・高い広報効果
（報道されやすい）
・高い波及効果

・遊撃的な実施が困難

個別取締り
・遊撃的な実施が可能 ・広報効果が低い

（報道されにくい）
・波及効果が限定

関連箇所

取締り

・高い波及効果
・逃げ得を回避

・関係機関との調整

（４） 効果的な指導取締り （現地取締り）
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国交省 中部地方整備局 土木工事特記仕様書 ～抜粋～

（４） 効果的な指導取締り （公共事業における適正化指導）

特仕1－1－1－33 交通安全管理
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（４） 効果的な指導取締り（公共事業における適正化指導）

■ 公共工事に関わる特殊車両の通行適正化指導を徹底することにより、特殊車両に関
わる業界の意識高揚を促す。

■ 公共事業に関わる全機関において、発注者による現場点検を実施

建設工事関係者のための特殊車両通行ハンドブックを活用した現場点検

改
訂
予
定



１ 道路情報便覧収録の推進
・ 道路情報便覧の電子化率を飛躍的に向上させるため、法定協議による収録を実施
・ 協議路線は、通行許可実績等を踏まえ、優先的に収録すべき区間を選定

（５） 審査システム等の電子化の推進

◇ 審査の迅速化は、一定の成果が認められる一方、短縮傾向が頭打ちの状況となっている。
◇ 道路情報便覧の収録をはじめ、審査システムにおける電子化を推進し、特車通行に係る

制度・施策の普及に努め、申請者の負担軽減及び効率化を図る必要がある。

２ オンライン協議システム等の積極的活用 ※導入率は令和５年１月10日時点

・ 協議なし案件の増加
・ 新制度における通行可能経路の拡充

■ オンライン協議システム

■ 自治体オンライン申請システム

・ 中部管内導入状況： 事務所総数 203 導入数 166 導入率 82％
・ 積極的な活用に努め、協議内容の電子化を推進し、審査の迅速化を図る。

・ 中部管内導入状況 自治体総数 164 導入数 81 導入率 49％
・ 積極的な利用広報及び導入に努め、申請者の申請負担の軽減を図る。

13



４ その他

（１） ダブル連結トラックの主な通行経路の路線拡充

（２） 誘導車の配置条件等に関する改正に伴う経過措置
期間終了

（３） 大雪時の車両通行について（注意喚起）

資料３



（１） ダブル連結トラックの主な通行経路の路線拡充

１ ダブル連結トラック運行の背景及び経路拡充の概要

深刻なドラーバー不足が進行するトラック輸送の省人化を促進するため、大型貨物車（単車）に大型貨
物車の荷台部のみを連結させる車両（ダブル連結トラック）の検討がなされ、平成２８年から平成３０年
にかけて社会実験を行い、安全性の検証を経て、平成３１年１月本格導入となった。
ダブル連結トラックの運行においては、安全性が確認できている経路（特定区間）を主たる経路とすること
が要件とされており、この特定区間について令和元年８月に最初の路線拡充が図られ、令和４年１１月、
更なる拡充が図られた。

２ 主な通行経路（特定区間）拡充の推移
・ 社会実験時 新東名高速道路（海老名JCT～豊田東JCT）
・ 本格運用当初 同上
・ 令和元年８月 １３区間を拡充（全１４区間：岩手県～福岡県まで繋がる。）
・ 令和４年１１月 ４０区間を拡充（全５２区間：秋田県～鹿児島県まで繋がる。）

３ 中部地域に関わる拡充区間

・ 中央自動車道（八王子JCT～小牧JCT）
・ 東海北陸自動車道（一宮JCT～美濃JCT）
・ 東海環状自動車道（豊田東JCT～土岐JCT）
・ 新名神高速道路（亀山JCT～亀山西JCT）
・ 伊勢自動車道（伊勢関IC～伊勢西ＩＣ）

※ 全長２５ｍまで緩和

１



（１） ダブル連結トラックの主な通行経路拡充

２



車 適 理 的 誘 に 導 け 
誘 等 導 と 導 車 置 

誘 車 置 

『特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン』 

誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、
誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。 
【URL】 http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/yudo_gaidorain.pdf 

 
 

 
 

 

（注）・   特殊車両で特に大きなものや重いものを運搬させようとする者等は、誘導車や誘導員の追加配置の必要性を検討し、適
切に配置することが必要です。また、誘導車の運転者、誘導員、許可車両の運転者は、それぞれの役割・ 対応 
について、認識を合わせて下さい。 

• やむを得ない場合には、道路管理者の判断で誘導車の追加配置等の条件が付されることがあります。 
※  改正から 1  年間は、従前の例によることができることとし、既に改正前の規定に基づき条件を付された許可に係る通

行についても、改正後の規定に基づく条件の適用を受けることができます。 

令和３年３月２９日以降、 

①誘導車の運転には講習が必要

となり、②特殊車両の前後に

必要であった誘導車の配置が、 

基本的に前方又は後方の１台 （注）
 

になります。 
 
 

また、 特殊車両の運転者の

役割も明確化しましたので、

誘導車と連携し、 安全な

通行等をお願いします。 

誘導車を適切に配置しましょう！ 
※ 特殊車両の通行許可に誘導車の配置条件が付されたにもかかわらず、

誘導車を配置していない場合は、通行条件違反となります。 

特特殊車両両のの適切切かかつつ合合理的なな誘導に向向けてて 
～～誘導等ガガイイドドラライインンのの作作成成と誘誘導車のの配配置条条件件のの改改正正～～ 

誘導車配置条件改正（令和3年3月29日施行）に伴う経過措置期間は、令和4年3月28
日で終了しています。
誘導車の運転には講習が必要となり、未講習の場合は許可条件違反となります。

（２） 誘導車の配置条件等に関する改正に伴う経過措置期間終了

３
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 (
誘導車を適切に配置しましょう！
※
特殊車両の通行許可に誘導車の配置条件が付されたにもかかわらず、誘導車を配置していない場合は、通行条件違反となります。
)



 (
令和３年３月２９日以降、
①誘導車の運転には講習が必要
となり、②特殊車両の前後に
必要であった誘導車の配置が、
基本的に前方又は後方の１台
 
（注）
になります。
また、
 
特殊車両の運転者の役割も明確化
しましたので、
誘導車と連携し、
 
安全な通行等をお願いします。
)

（注）・   特殊車両で特に大きなものや重いものを運搬させようとする者等は、誘導車や誘導員の追加配置の必要性を検討し、適切に配置することが必要です。また、誘導車の運転者、誘導員、許可車両の運転者は、それぞれの役割・ 対応

について、認識を合わせて下さい。

· やむを得ない場合には、道路管理者の判断で誘導車の追加配置等の条件が付されることがあります。

 (
『特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン』
誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、
誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。
【
URL
】
 
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/yudo_gaidorain.pdf
)※		改正から 1  年間は、従前の例によることができることとし、既に改正前の規定に基づき条件を付された許可に係る通行についても、改正後の規定に基づく条件の適用を受けることができます。





·  (
バー
)特殊車両を運転するドライバーの方へ !!



★ 通行条件の見直しにより、特殊車両の通行方法も明確化しました。

★ 特に、条件の付いた橋梁等に進入する際には、自ら前方の他の車両との距離を十分に確保する等して、同一径間内を他の車両と同時に通行しないことが必要です。





·  (
誘
)誘導を他の事業者に外注する方へ !!



★	通行が終了するまでの間、以下の方法等により、誘導車の運転者の受講修了を必要に応じて確認できるようにして下さい。

· 受講修了書の写しを事前に提出させ、控えておくこと。

· 誘導車の運転者が、本人の受講修了書を携行していることを確認しておくこと。

※取締時等において確認できない場合は、通行条件違反となります。









·  (
誘
) (
バー
)誘導車を運転するドライバーの方へ







★誘導車を運転する前に、

国土交通省が無償で提供する


オンライン講習は、令和2年 12月 25日から開始されます !!



[image: ]オンライン講習等の受講が必要です。

〈国土交通省が定める講習一覧〉

【URL】https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/koshu/
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（３） 大雪時の車両通行について（注意喚起）

４

■ 道路交通確保の対策方針

● 大雪時の道路交通確保に対する考え方の転換

「出来るだけ止めない」から「人命最優先に車両滞留を徹底的に回避」に転換

● 道路利用者等への事前の情報提供

大雪が予測される降雪の３日前から出控えや広域迂回を要請する情報を提供

● 高速道路と並行する国道の同時通行止め

短期間集中的な大雪による車両の滞留が予見される場合には、高速道路と並行する国道などを同時に躊躇
なく通行止めを実施

■ 令和4年12月24日 国道19号の滞留状況

○ 左側車線の車両が著しく速度低下○ タイヤチェーン装着のため車道上に停車



（３） 大雪時の車両通行について（注意喚起）

５

■ 広報資料（注意喚起）



（３） 大雪時の車両通行について（注意喚起）

６

■ 広報資料（注意喚起）
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